
 
横浜市妊婦のための支援給付事務取扱要綱 

 

制定 令和７年３月31日 こ地子第4450号（局長決裁） 

  最近改正 令和８年３月５日 こ地子第 3721 号（局長決裁） 

 

（目的） 

第１条  子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。）に基づく妊婦のための支援給付（以下「妊   

婦支援給付金」という。）については、子ども・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44

号。以下「施行規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（妊婦支援給付金を受ける資格を有することについての認定申請） 

第２条  施行規則第１条の４の２第１項に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有する  

ことについての認定（以下「妊婦給付認定」という。）の申請は、第１号様式の提出により行う。 

２ 妊婦給付認定の申請は、電子申請（市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同

じ。)と妊婦給付認定を申請する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情

報処理組織を使用する方法をいう。)によって行うことができる。 

３ 第１項に規定する申請があった場合において、これを認定したときは第２号様式により、これ

を却下と決定したときは第３号様式により当該申請者へ通知するものとする。 

 

（胎児の数の届出） 

第３条  施行規則第１条の４の３に規定する胎児の数の届出は、第４号様式の提出により行う。 

２ 胎児の数の届出は、電子申請によって行うことができる。 

３ 胎児の数の届出以前に前条第１項に規定する妊婦給付認定の申請を行っていない者は、第１項

に定める届出をもって妊婦給付認定の申請があったものとして取り扱う。 

 

（妊婦支援給付金の支給に関する通知） 

第４条 施行規則第１条の４の５に規定する妊婦支援給付金の額の認定は、第５号様式により当該 

妊婦給付認定を受けた者に通知するものとする。 

２ 第２条第３項に規定する認定と妊婦支援給付金の額の認定を同時に行う場合は、第２条第３項 

及び前項の規定によらず、第６号様式により当該妊婦給付認定を受けた者に通知するものとする。 

 

（妊婦給付認定の申請の却下） 

第５条 第２条及び第３条第３項に規定する申請の不備により、妊婦給付認定ができない場合にお 

いて、申請日から起算して１年を経過した日までに、妊婦給付認定の申請者が申請の補正を行わ

ない場合には、市長は当該申請を却下し、第２条第３項の規定により通知するものとする。 

 

（妊婦給付認定の取消） 

第６条 市長は、妊婦給付認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、妊婦給付認定

を取り消し、第７号様式により通知するものとする。 

(1) 妊婦給付認定を受けた者又は第三者の不正の手段により認定を受けたとき。 

(2) 妊婦給付認定後に当該認定を受けた者が認定対象者でないことが判明したとき。 

(3) 本事業の趣旨に鑑み、市長が妊婦給付認定を適当でないと認めたとき。 

 

 



 

（妊婦支援給付金の支払）  

第７条 市長は、妊婦支援給付金の支払通知を受けた者（以下「支払通知受領者」という。）に対し、

特別の事情がない限り、支払通知日から30日以内に妊婦支援給付金を支給する。  

２ 前項の支給は、支払通知受領者名義の預金口座に振り込むことによって行う。ただし、前項の

支給は、支払通知受領者が金融機関に預金口座を開設していない場合や金融機関から著しく離れ

た場所に居住している場合等、支払通知受領者名義の預金口座に振り込むことによって支給を行

うことが著しく困難であると認められる場合、支払通知受領者の申し出により、市が指定する場

所で現金を支給することによって行うことができる。  

３ 市長は、支払通知受領者が死亡等の理由により妊婦支援給付金の支給を受けることができない

場合、支給対象者の相続人等、支給対象者と同視できる者に対し、妊婦支援給付金を支給するこ

とができる。この場合において、妊婦支援給付金の支給を受けようとする者は、支払通知受領者

の死亡等の支払通知受領者が妊婦支援給付金の支給を受けることができない理由及び支払通知

受領者と同視できる理由を示し、これらの理由を証明する資料を提出しなければならない。 

 

（妊婦支援給付金の返還） 

第８条 妊婦支援給付金の支払を受けた者は、第６条の規定により、妊婦給付認定が取り消された

ときは、妊婦支援給付金の額の全部又は一部に相当する額を返還しなければならない。ただし、

市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。 

 

（その他） 

第９条 本要綱に規定がない事項については、こども青少年局長が別に定める。 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



第１号様式（要綱第２条第１項関係）

（届出先）　横浜市長

１．申請者の情報　（申請者は妊娠した方に限られます。）

 〒 　　　　　－

 横浜市

 〒 ―

※ゆうちょ銀行の場合、支店名（コード）は３ケタの数字です。記号・番号ではありません。

※妊娠した方の本人名義の口座をご記入ください。

２．医療機関の情報

３．妊婦支援給付金の支給

妊婦支援給付金（１回目）の支給（５万円）を

□　既に他市町村で１回目の支給（５万円）の支給を受けています。（支給市町村：　　　　　　　　　　）

□　希望しません。

振
込
指
定
口
座

 　年 　　　月　　　日

金融機関コード 支店コード

妊娠届提出日時点の住所　（横浜市外を選択した場合のみ、住所をご記入ください）

住　所

区

妊娠届提出日時点

現住所と異なる場合
右の欄に記入

電　話

医療機関名

銀行
金庫
信組
農協
漁協

診察した人の氏名

□　希望します。

裏面あり

□　他の市町村で、１回目の支給（５万円）を受けていません。
　※　妊婦支援給付金の支給状況などについて、他の市町村に確認することがあります。

横浜市　妊婦給付認定　申請書

　　裏面の【確認事項】を確認の上、妊婦給付認定の申請をします。

申請日　　令和　　　年　　　月　　　日

フリガナ

氏　名

　
申
　
　
請
　
　
者

妊娠届出日 年　　　　月　　　　日 妊娠月数 　　　　　　　　　か月

生　年　月　日

昭和

平成

 ※連絡が取りやすい番号を記入

　　　　　―　　　　　―

横浜市内　・　横浜市外　・　国外

金融機関名 支店名 口座 口座番号（７ケタ） 口座名義（カナ又はアルファベット）

保健指導を

行った医師

又は助産師の

住所及び氏名

母子健康手帳番号

出産を予定している医療機関名

医師、助産師の別 医師　　　　　　　 助産師

本・支店
本・支所
出張所

普通

※通帳の表記に合わせてください。

医療機関の住所

事務局

使用欄



４．確認事項　（必須回答：□を塗りつぶしてください。塗りつぶしがないと交付できません。）

第１号様式（要綱第２条第１項関係）

6
妊婦給付認定の申請不備により、申請日から起算して１年を経過した日までに、私が申請の補正を行わな
い場合には、横浜市が当該申請を却下することに同意しました。

横浜市妊婦支援給付金の支給後、本申請書の内容に虚偽があることが判明した場合や、横浜市妊婦支
援給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、私は、横浜市妊婦支援給付金を返還するこ
とに同意しました。

　　【確認事項】

1 横浜市妊婦のための支援給付事務取扱要綱を確認しました。

2
私は、法令等に従い、妊婦給付認定の申請を行い、横浜市は法令等に基づき、妊婦給付の認定を行いま
す。私は、妊婦給付認定がされた場合、横浜市妊婦支援給付金（１回目）の支給を受けます。

3
横浜市以外で国の妊婦支援給付金を受けていない等、私は、横浜市妊婦支援給付金の支給要件に該当
します。

4

横浜市妊婦給付認定の可否を判断するのに必要な限りで、住民基本台帳情報等の横浜市の公簿や医療
機関・他の市町村・相談支援関係機関等が保有する情報（妊娠届出情報、妊婦健康診査受診状況、産後
ケア事業利用状況、妊婦等包括相談支援のアンケート結果等の情報）を横浜市が確認し、医療機関等と
共有することに同意します。

5
横浜市や医療機関等が保有する情報によって、必要な事項を確認できない場合、横浜市の申出に基づ
き、関係書類等の資料を提出することに同意します。

7

以下の【確認事項】１～８に間違いはありませんか。 □　　はい、間違いありません。

8 他自治体に転出した場合、横浜市での妊婦給付認定は取り消されることに同意しました。

事務局

使用欄



第２号様式（要綱第２条第３項関係） 
 
 

第     号 
    年  月  日 

 
        様 

 
横浜市長       印 

 
 
 
 

妊婦給付認定通知書 
 
 
     年  月  日付けで申請のあった妊婦給付認定の申請については、
認定しましたので通知します。 
 

 
１ 子ども・子育て支援法第10条の10の規定に基づき、妊婦給付認定後に横浜市外に転出し

た場合には、転出日をもって横浜市の妊婦支援給付認定は取消されます。（本認定通知日前

に転出した場合は、本認定通知日をもって取消されます。） 

また、取消しにより横浜市から支給を受けていない妊婦支援給付金がある場合には、転入

先市町村で再度認定を受けていただく必要があります。 

２ 上記の取消の処分があった場合に、この処分について不服があるときは、この通知書を

受けた日の翌日から起算して３か月以内に、横浜市長に対して審査請求をすることができ

ます。 

３ この処分については、上記の審査請求のほか、この通知を受けた日の翌日から起算して

６か月以内に、横浜市を被告として（訴訟において横浜市を代表する者は横浜市長となりま

す。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記の審査請求をした場合に

は、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に提起することができます。 

４ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請

求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をするこ

とや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その

審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査

請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 

【問い合わせ先】                

       横浜市妊婦のための支援給付コールセンター   

電話  

       FAX            

電話受付時間 平日午前９時から午後５時まで 

 



第３号様式（要綱第２条第３項関係） 

 
 

第     号 
    年  月  日 

 
        様 

 
横浜市長       印 

 
 

妊婦給付認定申請却下通知書 
 

 
     年  月  日付けで申請のあった妊婦給付認定の申請については、

次の理由で申請を却下しましたので通知します。 
 

 
記 

 
 却下した理由  

 
 

 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して   

３か月以内に、横浜市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算 

して６か月以内に、横浜市を被告として（訴訟において横浜市を代表する者は横浜市長となります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する 

裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴 

えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に

対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分

の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 

【問い合わせ先】                

       横浜市妊婦のための支援給付コールセンター   

電話  

       FAX            

電話受付時間 平日午前９時から午後５時まで 



第４号様式（要綱第３条第１項関係）

（届出先）　横浜市長

１．届出者の情報

 〒 　　　　　－

 横浜市

 〒 ―

※ゆうちょ銀行の場合、支店名（コード）は３ケタの数字です。記号・番号ではありません。

※妊婦給付認定を受けた方（胎児の数の届出をする方）の本人名義の口座をご記入ください

２．胎児の数：　　　　　　人

※お子さんが出生している場合は出生したお子さんの数をご記入ください。

３．妊娠に関して胎児の数の確認を受けた医療機関の情報

４．「こんにちは赤ちゃん訪問」の実施状況

「こんにちは赤ちゃん訪問」での面談を受けた方と児童との続柄を選択してください（※複数回答可）。

□ 母 □ 父 □ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     ）

面談を受けた方の氏名をご記載ください（※複数回答可）。

５．妊婦支援給付金の支給

妊婦支援給付金（２回目）の支給（胎児の数×５万円）を

□　既に他市町村で２回目の支給（胎児の数×５万円）の支給を受けています。（支給市町村：　　　　　　　　　　

□　希望しません。

□ 訪問を受けていない

□　希望します。

裏面あり

横浜市　胎児の数の届出書

　　裏面の【確認事項】を確認の上、胎児の数を届け出ます。

申請日　　令和　　　年　　　月　　　日

フリガナ

氏　名

　
申
　
　
請
　
　
者

母子健康手帳番号

生　年　月　日

昭和

平成

住　所

 　年 　　　月　　　日

電　話

口座番号（７ケタ）振
込
指
定
口
座

金融機関名 支店名 口座

金融機関コード 支店コード

本・支店
本・支所
出張所

普通

銀行
金庫
信組
農協
漁協

医師、助産師の別

医療機関の住所

診察した人の氏名

医療機関名

 ※連絡が取りやすい番号を記入

　　　　　―　　　　　―

口座名義（カナ又はアルファベット）

※通帳の表記に合わせてください。

区

氏 名

□　他の市町村で、２回目の支給（胎児の数×５万円）を受けていません。
　※　妊婦支援給付金の支給状況などについて、他の市町村に確認することがあります。

医師　　　　　　　 助産師

保健指導を

行った医師

又は助産師の

住所及び氏名

妊娠届出日 年　　　　月　　　　日
妊娠月数

（出産後の場合は出産日も
しくは死産・流産した日）

　　　　　　　　　か月

妊娠届提出日時点

現住所と異なる場合
右の欄に記入

妊娠届提出日時点の住所　（横浜市外を選択した場合のみ、住所をご記入ください）

横浜市内　・　横浜市外　・　国外

事務局

使用欄



６．確認事項（必須回答：□を塗りつぶしてください。塗りつぶしがないと交付できません。）

第４号様式（要綱第３条第１項関係）

　　【確認事項】

以下の【確認事項】１～８に間違いはありませんか。 □　　はい、間違いありません。

申請者は、法令等に従い、妊婦給付認定の申請を行い、横浜市は法令等に基づき、妊婦給付の認定を行
います。申請者は、法令等に従い、胎児の数の届出を行い、横浜市妊婦支援給付金（２回目）の支給を受
けます。

4
横浜市以外で国の妊婦支援給付金を受けていない等、私は、横浜市妊婦支援給付金の申請要件に該当
します。

5

横浜市妊婦給付認定の可否を判断するのに必要な限りで、住民基本台帳情報等の横浜市の公簿や医療
機関・他の市町村・相談支援関係機関等が保有する情報（妊娠届出情報、妊婦健康診査受診状況、産後
ケア事業利用状況、妊婦等包括相談支援のアンケート結果等の情報）を横浜市が確認し、医療機関等と
共有することに同意します。

2

3
胎児の数の届出以前に、横浜市で妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定申請
を行っていない場合、本届出をもって当該認定申請を行うことに同意します。

8
横浜市妊婦支援給付金の交付後、本申請書の内容に虚偽があることが判明した場合や、横浜市妊婦支
援給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、申請者は、横浜市妊婦支援給付金を返還す
ることに同意しました。

6

妊婦給付認定の申請不備により、申請日から起算して１年を経過した日までに、私が申請の補正を行わな
い場合には、横浜市が当該申請を却下することに同意しました。

横浜市や医療機関等が保有する情報によって、必要な事項を確認できない場合、横浜市の申出に基づ
き、関係書類等の資料を提出することに同意します。

7

1 横浜市妊婦のための支援給付事務取扱要綱を確認しました。

事務局

使用欄



第５号様式（要綱第４条第１項関係） 

 
第     号 

    年  月  日 
 

        様 
 

横浜市長       印 
 

 

 

 

 

妊婦支援給付金支払通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった妊婦支援給付金（１回目・２回

目）については、次のとおり支払いますので通知します。 

 

記 

  

 

 

 １．支払予定日      年  月  日 

 

 ２．支 払 金 額           円 

 

 
※特別の事情がない限り、支払通知日から30日以内に妊婦支援給付金を支給します。 

※市長は、妊婦支援給付金の支給決定後であっても、申請者が妊婦給付認定の対象者に

該当しないことが判明した場合や不正の手段により妊婦給付認定を受けた場合等には、

妊婦給付認定を取り消し、妊婦支援給付金の返還を求めることができます。 

 

 

【問い合わせ先】                

       横浜市妊婦のための支援給付コールセンター   

電話  

       FAX            

電話受付時間 平日午前９時から午後５時まで 

 
 

 
 

 



第６号様式（要綱第４条第２項関係） 
 

第     号 
    年  月  日 

 
        様 

 
横浜市長       印 

 
 
 
 

妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書 
 
 
     年  月  日付けで申請のあった妊婦給付認定の申請については、
認定しましたので通知します。 
 また、妊婦支援給付金（１回目・２回目）の支給について、次のとおり支払い
ますので通知します。 
 

記 
  
 
 
 １．支払予定日    年  月  日 
 
 ２．支 払 金 額          円 
 
 

※特別の事情がない限り、支払通知日から30日以内に妊婦支援給付金を支給します。 

※市長は、妊婦支援給付金の支給決定後であっても、申請者が妊婦給付認定の対象者に

該当しないことが判明した場合や不正の手段により妊婦給付認定を受けた場合等には、

妊婦給付認定を取り消し、妊婦支援給付金の返還を求めることができます。 

 

１ 子ども・子育て支援法第10条の10の規定に基づき、妊婦給付認定後に横浜市外に転出し

た場合には、転出日をもって横浜市の妊婦支援給付認定は取消されます。（本認定通知日前

に転出した場合は、本認定通知日をもって取消されます。） 

また、取消しにより横浜市から支給を受けていない妊婦支援給付金がある場合には、転入

先市町村で再度認定を受けていただく必要があります。 

２ 上記の取消の処分があった場合に、この処分について不服があるときは、この通知書を

受けた日の翌日から起算して３か月以内に、横浜市長に対して審査請求をすることができ

ます。 

３ この処分については、上記の審査請求のほか、この通知を受けた日の翌日から起算して

６か月以内に、横浜市を被告として（訴訟において横浜市を代表する者は横浜市長となりま

す。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記の審査請求をした場合に

は、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に提起することができます。 



４ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請

求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をするこ

とや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その

審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査

請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 

 

 

【問い合わせ先】                

       横浜市妊婦のための支援給付コールセンター   

電話  

       FAX            

電話受付時間 平日午前９時から午後５時まで 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



第７号様式（要綱第６条関係） 
 

第     号 
    年  月  日 

 
        様 

 
横浜市長       印 

 
 

 

妊婦給付認定兼妊婦支援給付金支払取消通知書 

 

 

年 月 日付  第  号で決定した      について、次の 

とおり取り消しましたので通知します。 
 

申請者  

申請日  

支払金額  

理由  

 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に、横浜市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して６か月以内に、横浜市を被告として（訴訟において横浜市を代表する者は横

浜市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請

求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をするこ

とや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その

審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査

請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 

【問い合わせ先】                

       横浜市妊婦のための支援給付コールセンター   

電話  

       FAX            

電話受付時間 平日午前９時から午後５時まで 
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